
 

 

 

第９９回定時株主総会 

その他の電子提供措置事項 

（交付書面省略事項） 

（2022 年４月１日から 2023 年３月 31 日まで） 

事業報告 
・業務の適正を確保するための体制に関する 

基本方針および当該体制の運用状況 

連結計算書類 
・連結株主資本等変動計算書 

・連結注記表 

計算書類 
・株主資本等変動計算書 

・個別注記表 

 

 上記の事項につきましては，法令および定款第 14 条第２項の規定に基づき，当社ウェブサ

イトに掲載することにより株主のみなさまに提供しております。 



 
 

当社は，社会の一員として法令および定款に適合し，公正・透明かつ効

率的に事業活動を推進するため，「業務の適正を確保するための体制」を

次のとおり整備し，お客さま，地域の方々，株主・投資家の皆さま，お取

引先の方々などから信頼され選択される企業を目指す。 

         

【１】経営管理に関する体制  

① 取締役会を原則として毎月１回開催し，法令・定款・社内規程に定

められた決議事項および経営に関する重要な意思決定を行うととも

に，取締役の職務執行に対する監督を行う。 
② 取締役会において決定した役割に基づき，取締役は，法令・定款・

取締役会決議に則り職務を執行し，その職務の執行について定期的

に取締役会に報告するとともに，相互に監督を行う。 

③ 独立性を確保した社外取締役の参画により，客観的・中立的かつ多

様な視点での監督機能を強化する。 

④ 取締役会決議により重要な業務執行の決定の一部を取締役会から取

締役に委任するとともに，社長執行役員，副社長執行役員および常

務執行役員（以下，あわせて「役付執行役員」という。）が業務執

行を担う体制とし，「監督」と「執行」の役割を分担することで，

取締役会の監督機能を強化するとともに，迅速かつ機動的な意思決

定により効率的に業務を執行する。 

⑤ 役付執行役員により構成される経営会議を原則として毎週開催す

る。経営会議では，取締役会決議に基づき，全般的な業務運営の方

針および計画ならびに重要な業務の執行について協議する。 

⑥ 役付執行役員は，事業運営に関する計画等を策定して重点施策・目

標を明確化するとともに，適切にマネジメントサイクルを展開する

ことで，効率的な業務執行を推進する。 

業務の適正を確保するための体制に関する基本方針および当該体制の

運用状況 

１．業務の適正を確保するための体制に関する基本方針 

当社は，取締役会において，「業務の適正を確保するための体制に関す

る基本方針」を決議しております。 

 



 
 

⑦ 取締役，執行役員および使用人（以下，あわせて「取締役等」とい

う。）は，職務執行の適正および効率性を確保するため，法令・定

款・取締役会決議および社内規程等に基づき，職務を執行する。 

⑧ 取締役等の職務の執行に関わる文書，電磁的情報その他の情報等に

ついて，社内規程に基づき適切に管理・保存し，取締役は，いつで

もこれを閲覧することができる。  

 

【２】企業倫理・法令遵守に関する体制  

① 取締役会は，東北電力グループサステナビリティ方針および東北電

力グループ行動指針を策定し，社長執行役員を議長とするサステナ

ビリティ推進会議の下，企業グループが一体となったサステナビリ

ティを推進する。取締役および執行役員は本方針・指針を率先垂範

するとともに，自らの役割としてその定着と徹底を図る。 

② 社長執行役員を委員長とする企業倫理・法令遵守委員会を設置し，

東北電力グループ企業倫理・法令遵守活動方針を定め，コンプライ

アンス推進を担当する役員の監督の下，各事業所においては企業倫

理推進活動の責任者を中心に，東北電力グループ行動指針の徹底，

教育・啓発活動等を行い，事業活動における企業倫理・法令遵守を

推進する。 

③ 企業倫理相談窓口を設置し，相談者（当社取締役等，グループ会社

の取締役，使用人および監査役ならびに取引先等の関係者）の保護

を図りながら，相談案件の調査等を行う。 

④ 反社会的勢力からの不当な介入や要求に対しては，関連する社内規

程等に基づき，毅然として対応する。 

⑤ 企業倫理・法令遵守に関する取り組み等については，企業倫理・法

令遵守委員会および取締役会へ定期的に報告する。  

 

【３】損失の危険の管理に関する体制  

① 全社および各部門のリスク管理が適切に行われるよう，組織，職務

権限および社内規程を整備する。 

② 経営に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクについて，社長執行

役員を議長とする統合リスクマネジメント会議を設置し，統合リス

ク管理方針を定め，モニタリング・リスクマネジメントを行うとと

もに，各部門は定期的に事業活動に関わるリスクの抽出・評価を行

い，その対策等を毎年度策定する事業計画に織り込み，管理サイク

ルの中でリスク管理を実践する。 



 
 

③ 自然災害および原子力災害等に関わるリスクへの対応について，定

期的に訓練を行い，これらの事象が発生した場合は非常災害対策本

部等を設置し，適切に対応する。 

④ 原子力発電所の自主的かつ継続的な安全性向上について，原子力安

全推進会議を設置し，定期的に安全性の評価・分析，リスク低減に

向けた対応策等を検討し，適切に対応する。 

⑤ 当社の財産や社会的信頼等に重大な影響を与える危機を未然に防止

するとともに，万一危機が発生した場合の被害を最小限に食い止め

るため，危機管理委員会を設置し，リスクへの対応力向上のための

訓練や情報共有化等に取り組む。これらの事象が発生した場合は，

社内規程に基づき対策本部を設置し，適切に対応する。 

⑥ リスクの管理状況について，定期的に取締役会等に報告する。 

 

【４】内部監査に関する体制 

① 経営管理，企業倫理・法令遵守および損失の危険等の管理の適正性・

効率性等を検証するため，社長執行役員直属の内部監査部門を設置

して，当社，子会社および主要な関連会社（以下，子会社および主

要な関連会社を「子会社等」という。）に対し内部監査を実施し，

その結果を社長執行役員に報告するとともに，経営会議，取締役会

および監査等委員会に報告する。 

② 内部監査部門は，監査等委員会および会計監査人と連携・協力し，

内部監査の実効性の向上に努める。 

 

【５】子会社等における業務の適正を確保するための体制  

(1)子会社等の経営管理に関する体制 

子会社等における業務が適正かつ効率的に行われるよう社内規程

を定め，各社の経営に関する重要な計画およびその進捗状況の報告を

受けるとともに，重要事項について事前協議および報告を求め，指

導・助言を実施する。また，企業グループ経営に関する重要計画の周

知や企業グループ経営会議の開催，共同施策の実施などにより，企業

グループ経営を推進する。 

(2)子会社等の企業倫理・法令遵守に関する体制 

東北電力グループ企業倫理・法令遵守活動方針に基づき，企業グル

ープ一体となった活動を実施するとともに，子会社等に対し，東北電

力グループサステナビリティ方針および東北電力グループ行動指針

を踏まえて各社の行動指針を策定させるなど，法令と法の精神の遵守

を徹底するよう，指導・助言を実施する。 



 
 

(3)子会社等の損失の危険の管理に関する体制  

子会社等から経営に関する重要事項の事前協議および報告を受け，

各社における重大なリスクを把握するとともに，指導・助言を実施す

る。また，子会社等における重大なリスクおよび企業倫理・法令違反

については，取締役会等に報告し適切に対応する。 

 

【６】監査等委員会に関する体制  

(1)監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する体制 

① 監査等委員会の職務を補助すべき職責を担う監査等特命役員を置

く。また，監査等委員会の職務を補助する組織として監査等委員会

室を設置し，同室に所属する使用人を置く。 

② 監査等特命役員および監査等委員会室に所属する使用人（以下，あ

わせて「監査等特命役員等」という。）の監査等委員会に関する職

務執行について，監査等委員でない取締役からの独立性と監査等委

員会の指示の実効性を確保する。 

③ 監査等特命役員等の人事に関して，事前に監査等委員会と協議する。 

④ 監査等特命役員等に対して，監査等委員会の指示に基づき業務を遂

行したことを理由として不利な取扱いを行わない。  

(2)監査等委員会等への報告に関する体制  

① 取締役は，当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した

ときは，直ちに当該事実を監査等委員会に報告する。 

② 取締役等は，当社の業務執行上重要と判断した事項について，監査

等委員会または監査等委員（以下，あわせて「監査等委員会等」と

いう。）に報告する。 

③ 取締役等は，監査等委員会等または監査等特命役員が監査のために

報告を求めた場合はこれに応じる。 

④ 企業倫理相談窓口に対する相談案件の概要について，監査等委員会

に報告する。 

⑤ グループ会社における重大なリスクの発生および企業倫理・法令違

反について，当社の取締役等は，監査等委員会等に報告する。 

(3)監査等委員会等へ報告をした者が当該報告を理由に不利な取扱いを

受けないことを確保するための体制  

監査等委員会等へ報告した者に対して，報告したことを理由として

不利な取扱いを行わない。また，グループ会社に対しても，監査等委

員会等へ報告した者に対して，報告したことを理由として不利な取扱

いを行わないよう徹底する。  

 

 



 
 

(4)監査費用の負担方針に関する事項  

監査等委員がその職務の執行のために必要な費用を請求するとき

は，これを負担する。 

(5)その他監査が実効的に行われることを確保するための体制  

① 監査等委員は，経営会議等重要な諸会議に出席の上，意見等を述べ

ることができるとともに，当社が管理・保存する文書，電磁的情報

その他の情報等をいつでも閲覧することができる。  

② 監査等特命役員は，取締役会，経営会議等重要な諸会議に出席の上，

意見等を述べることができるとともに，当社が管理・保存する文書，

電磁的情報その他の情報等をいつでも閲覧することができる。 

③ 代表取締役，監査等委員および監査等特命役員は，経営環境や重要

課題等について相互に認識を深めるため，定期的に会合を持つ。 

④ 監査等委員会等は，監査の実効性を高めるため，内部監査部門から

内部監査の結果等について情報の提供を受けるなど，内部監査部門

と相互に連携を図る。 

⑤ 監査等委員会等は，監査の実効性を高めるため，会計監査人との協

議を行い相互に連携を図る。  

⑥ 監査等委員および監査等特命役員は，子会社等の監査役との間で定

例の会議を実施し，監査に関する情報の交換等を行う。  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

２．業務の適正を確保するための体制の運用状況 
業務の適正を確保するための体制に関する基本方針に基づく，当年度に

おける運用状況の概要は，次のとおりであります。 
 

(1) 経営管理に関する体制 
当社は，取締役会を原則毎月開催し（当年度は１１回開催），法令・

定款・社内規程に定められた事項および経営に関する重要事項を決議す
るとともに，取締役から業務執行についての定期的な報告を受け，職務
の執行を相互に監督しております。 

また，独立性を確保した社外取締役を選任し，取締役会等を通して客
観的・中立的かつ多様な視点からの発言や助言を受けることなどにより，
監督機能を強化しております。 

役付執行役員により構成される経営会議を原則毎週開催して（当年度
は４４回開催），取締役会決議に基づく全般的な業務運営の方針および
計画ならびに重要な業務について様々な観点から協議し，効率的な業務
執行を推進しております。 

具体的には，取締役会で決議された「東北電力グループ中長期ビジョ
ン『よりそうｎｅｘｔ』（「２０２２年度東北電力グループ中期計画」
の力点）」に基づき，各カンパニー・本部は経営会議に中期計画を付議
のうえ策定し，実施状況を報告するなど，的確にマネジメントサイクル
を展開しております。 

法令・定款・取締役会決議等に基づき社内規程等を定め，組織，職務
権限等を明確化するとともに適切な範囲で権限行使を行うなど，適正か
つ効率的に職務を執行しております。 

職務の執行に係わる文書，電磁的情報,その他情報等については，社内
規程に基づき適切に管理・保存し，取締役はいつでもこれを閲覧できる
ようにしております。 

 
(2) 企業倫理・法令遵守に関する体制 

「東北電力グループサステナビリティ方針」，「東北電力グループ行

動指針」，「東北電力グループ企業倫理・法令遵守活動方針」を策定す

るとともに，社長執行役員を委員長とする「企業倫理・法令遵守委員会」

を開催し，年度ごとに策定する「企業倫理・法令遵守活動計画」に則っ

て企業倫理・法令遵守活動を展開しております。 

具体的には，当社およびグループ会社の経営層を対象とした「東北電

力グループ企業倫理・法令遵守トップセミナー」を開催したほか，トッ

プメッセージの発信，階層別の教育・研修の実施，「東北電力グループ

企業倫理月間」における企業グループ一体となった啓発活動，使用人を

対象とした「企業倫理アンケート」による意識調査，取り組みの自己評

価および改善等，各種活動を展開しております。 

また，「東北電力企業倫理相談窓口」等の内部通報窓口を社内外に設

置し，企業グループを含めた役職員の職務執行に係る法令違反等につい

て早期発見と是正に努めるとともに，反社会的勢力からの不当な介入や

要求に対しては，社内規程に基づき適切に対応しております。 



 
 

これら企業倫理・法令遵守に対する取り組みについては，企業倫理・

法令遵守委員会および取締役会へ定期的に報告し，継続的に改善を図っ

ております。 

なお，２０２３年１月以降，東北電力ネットワーク株式会社が管理す

る当社以外の小売電気事業者のお客さま情報を閲覧していた事案等が判

明しました。これを受けて，社長が委員長を務める「企業倫理・法令遵

守委員会」が直接関与する体制のもと，徹底した調査および詳細な原因

分析を行い，再発防止策を策定し，早期に着手できるものから順次実施

しております。 

 

(3) 損失の危険の管理に関する体制 

リスク管理に係る会議体や権限規程を整備するとともに，「２０２２

年度統合リスク管理方針」を定めたうえで，「統合リスクマネジメント

会議」を開催し，経営に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクの管理

状況のモニタリングを実施しております。また，各部門は定期的に業務

上や財務上のリスク調査を実施し，リスクの認識，分析・評価を行い，

重要なリスクへの対応については，各部門・カンパニー・本部の中期計

画や各室部の年度業務計画に織り込むなど，的確にマネジメントサイク

ルを展開しております。 

自然災害および原子力災害等に係るリスクについては，「防災業務計

画」，「非常災害対策実施基準」，「原子力災害対策実施基準」等を定

めるとともに，自治体等と連携のうえ，非常災害対策訓練，原子力防災

訓練など定期的に訓練を実施しております。 

特に，原子力に係るリスクについては，自主的かつ継続的に原子力発

電所の安全性向上を図るため，「原子力安全推進会議」を開催し，原子

力リスクの評価・分析，リスク低減に向けた対応策の検討などを行って

おります。 

また，経営に重大な影響を及ぼす恐れのある危機に対しては，「危機

管理活動計画」に基づき対応力の維持・向上のための訓練や情報共有化

の取り組みを行うとともに，活動状況については，「危機管理委員会」

で検証し，適宜見直しを行っております。 

なお，ロシアのウクライナ侵攻に伴う国際情勢の緊迫化を受け，引き

続き燃料高騰に伴う影響・対策について検討し，適切な対応に努めてお

ります。 

リスクの管理状況については，定期的に取締役会等に報告し，適切に

対処しております。 

 

(4) 内部監査に関する体制 

内部監査部門は，計画に基づき当社および子会社等に対して業務全般

にわたる内部監査を実施し，その結果を定期的に社長執行役員，経営会

議，取締役会および監査等委員会に報告しております。 

また，内部監査部門は，監査等委員会および会計監査人と定期的に意

見交換等を行っております。 



 
 

(5) 子会社等における業務の適正を確保するための体制 

①子会社等の経営管理に関する体制 

「関係会社業務規程」および「関係会社業務取扱基準」を定め，子

会社等の重要事項について事前協議および報告を求め，指導・助言を

実施しております。 

また，定期的な企業グループ経営会議などにより「東北電力グルー

プ中長期ビジョン『よりそうｎｅｘｔ』（「２０２２年度東北電力グ

ループ中期計画」の力点）」等を周知するとともに，継続的に効率化・

生産性向上施策を検討・実施しております。 

②子会社等の企業倫理・法令遵守に関する体制 

「東北電力グループ企業倫理月間」や，グループ会社各社との連絡

会等の機会を捉えた各社への支援を通じ，グループの一体感醸成と企

業倫理・法令遵守の徹底を図るとともに，「東北電力グループサステ

ナビリティ方針」および「東北電力グループ行動指針」を踏まえて各

社の行動指針を策定させております。 

③子会社等の損失の危険の管理に関する体制 

「関係会社業務規程」および「関係会社業務取扱基準」により，子

会社等における重大なリスクについて事前協議および報告を求め，指

導・助言をしております。 

また，「危機管理対応マニュアル」や「東北電力企業グループ非常

災害発生時の情報連携ルール」を定めて，危機管理および非常災害時

の体制を確立しております。 

「東北電力企業倫理相談窓口」への相談等によりグループ会社の法

令違反等を把握した場合は，取締役会および企業倫理・法令遵守委員

会に報告し適切に対応しております。 

なお，東北電力ネットワーク株式会社において，非公開とすべき情

報が漏えいしていた事案等に対し，内部統制の観点から同社の再発防

止策について指導・助言を実施し，取締役会に報告しております。 

 

(6) 監査等委員会に関する体制 

①監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する体制 

「監査等委員会規程」および「組織規程」に基づき，監査等委員会

の職務を補助すべき監査等特命役員を置くとともに，専任の補助使用

人が所属する「監査等委員会室」を監査等委員会の直轄下に設置し，

監査等委員でない取締役から独立させております。監査等特命役員等

の人事については，事前に監査等委員会と協議をしております。 

また，監査等特命役員等に対し，監査等委員会の指示に基づく業務

遂行をしたことを理由とする不利な取扱いは行っておりません。 

②監査等委員会等への報告に関する体制 

監査等委員会を原則毎月開催（当年度は１３回開催）しております。 

当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実や業務執行上重要な事項

は，随時，監査等委員会等へ報告するとともに，監査等委員会等や監



 
 

査等特命役員が監査において求めた事項については全て報告しており

ます。 

「東北電力企業倫理相談窓口」等の内部通報窓口の受付・処理状況

について定期的に監査等委員会に報告しております。また，グループ

会社における重大なリスクの発生および企業倫理・法令違反を把握し

た場合は，適宜，監査等委員会等へ報告しております。 

③監査等委員会等へ報告をした者が当該報告を理由に不利な取扱いを受

けないことを確保するための体制 

監査等委員会等へ報告した者に対して，報告したことを理由とする

不利な取扱いは行っておりません。また，グループ会社に対しても，

監査等委員会等へ報告した者に対して，報告したことを理由として不

利な取扱いを行わないよう周知徹底しております。 

④監査費用の負担方針に関する事項 

監査等委員がその職務の執行のために必要な費用の負担については，

適切に対応しております。 

⑤その他監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査等委員，監査等特命役員は，取締役会および経営会議等の重要

な諸会議に出席しているほか，各種資料の閲覧等を通じて重要な意思

決定の過程および業務の執行状況を確認しております。 

監査等委員，監査等特命役員は代表取締役との間で，また，内部監

査担当取締役，会計監査人の三者との間でそれぞれ定期的に情報交換

を行うことで監査の実効性向上に努めております。 

監査等委員会等は，内部監査部門から内部監査の結果等について情

報提供を受ける等，相互に連携を図っております。 

監査等委員および監査等特命役員は，子会社等の監査役と定期的に

会議を実施し，監査に関する情報の交換等を行っております。 
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